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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する複数のチャネルの１組を備えるハニカム構造（３；１１）であって、各チャネ
ルは上流面（２６ｅ）と下流面（２６ｓ）とにそれぞれ上流開口部（３２ｅ）と下流開口
部（３２ｓ）とを介して現れて、前記チャネルの１組は前記上流面と下流面とにおいてそ
れぞれ上流パターンと下流パターンとを形成している該ハニカム構造において、
　該上流面および下流面の少なくとも１つは、５０未満のチャネルにわたり延在しかつ上
流および下流パターンのいずれかが他方の上に完全に重ね合わされることを不可能にする
誤り防止マーク（Ｍ）を有しており、該上流及び／又は下流パターンの外周囲は対称であ
るかまたは１０未満のチャネルにわたり延在する非対称性を持っていることを特徴とする
、ハニカム構造。
【請求項２】
　該上流および下流パターンの少なくとも１つは対称軸を持たない、請求項１に記載のハ
ニカム構造。
【請求項３】
　該誤り防止マーク（Ｍ）は１０未満のチャネルにわたり延在している、請求項１または
２のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項４】
　該誤り防止マーク（Ｍ）はハニカム構造の周辺部へ延在している、請求項１～３のいず
れか１項に記載のハニカム構造。
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【請求項５】
　該誤り防止マーク（Ｍ）は、該複数チャネルの１または１を超える開口部の特定の配置
から生じる、請求項１～４のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項６】
　該誤り防止マークを形成している該チャネルまたは複数チャネルは、
　それ以外のチャネルのアスペクト比の平均から少なくとも５％違うアスペクト比、及び
／又は、
　該上流及び／又は下流面で、それ以外のチャネルの平均壁厚から少なくとも１０％違う
平均壁厚、及び／又は、
　該上流及び／又は下流面で、それ以外のチャネルの平均開口部面積と少なくとも１０％
違う平均開口部面積、及び／又は、
　該上流及び／又は下流面で、区別しうる非対称性
を有している、請求項１～５のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項７】
　前記ハニカム構造は、１の側表面（１３）を有し、且つ該誤り防止マークは前記側表面
に以外にも備えられている、請求項１～６のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項８】
　焼結された材料を備え且つ長手方向対称性をもつ少なくとも１つの平面をもつ外形を有
する、請求項１～７のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項９】
　方形断面の柱状外形を有するハニカム構造であって、前記断面の幅は３０ｍｍを超える
が１００ｍｍ未満である、請求項１～８のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項１０】
　第１および第２の隣接チャネルが瓦のように部分的に重ねられた組みを成して、断面に
おいて市松模様を形成するように交互に配列されており、
　該第１チャネルの累積総容積Ｖｅの該第２チャネルの累積総容積Ｖｓに対する比ｒは、
１．０３より大きく、しかし３未満である、及び／又は、
　該第１チャネルの累積総内部面積の該第２チャネルの累積内部面積に対する比ｒ’は、
１．０３より大きく、しかし３未満である、請求項１～９のいずれか１項に記載のハニカ
ム構造。
【請求項１１】
　該チャネルの該壁は、該第１チャネルの側で凹であり、該第２チャネルの側で凸である
、請求項１～１０のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項１２】
　いずれかの断面において、チャネルの２つの行または２つの列を分離している各中間壁
は、前記断面において計測された該非対称度が３０％未満である、波立つ形状を有してい
る、請求項１～１１のいずれか１項に記載のハニカム構造。
【請求項１３】
　多角形断面の柱状外形を有し、かつ前記ハニカム構造の側面の少なくとも１つの上で、
周辺チャネルの数は奇数であるような、請求項１～１２のいずれか１項に記載のハニカム
構造。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載のハニカム構造の位置を決定するステップを含む
方法であって、該方法が
　前記ハニカム構造の該チャネルを閉塞する方法、
　部分的にまたは完全に残留灰を除去するように前記ハニカム構造を清掃する方法、
　前記ハニカム構造に触媒コーティングを施与する方法、
　周辺コーティング、特に排気ガスに対して非透過性の断熱コーティングセメントで作ら
れた周辺コーティングを施与する方法、
　自動車の排気ラインにまたはそのような排気ラインのために予定された濾過体のケーシ
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ングに、前記ハニカム構造を備える濾過体を搭載する方法、
　複数の単位濾過ブロックを組み立てる方法、ここで前記単位濾過ブロックの少なくとも
１つは、組み立てられた濾過体を構成するように、前記ハニカム構造を備えている、
から選択され、
　入口及び／又は出口面は、該ハニカム構造上の誤り防止マークを観察することおよび前
記識別に従い前記ハニカム構造の位置決めを行うことによって識別される、前記方法。
【請求項１５】
　熱交換器、単位濾過ブロック、組み立てられた濾過体および一体型濾過体から選択され
たデバイスであって、該デバイスは請求項１～１３のいずれか１項に記載の、少なくとも
１つの焼結されたハニカム構造を備えることを特徴とする、前記デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハニカム構造に関し、特に、内燃機関、とりわけディーゼルエンジンの排気
ガスに含まれる微粒子を濾過（フィルタリング）するためのハニカム構造に関する。本発
明は、本発明に従う少なくとも１つのハニカム構造を備えている、一体型（モノリシック
）または組み立てられた（アセンブルされた）濾過体、およびそのような濾過体を製造す
る方法に関する。
【０００２】
　本発明はまた、本発明に従うハニカム構造を押し出すためのダイスおよび本発明に従う
ハニカム構造を製作する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　排気ガスは、外気に排出される前に、濾過体、例えば図１、３および４に示された従来
技術から既知である濾過体によって浄化されうる。
【０００４】
　微粒子濾過器（１）は、従来から、長さＬ（典型的には１０～３０ｃｍの間）の長手方
向軸Ｃ－Ｃを有する一般的に円柱状の濾過体（３）を少なくとも１つ備えており、該濾過
体（３）は金属缶（５）内に挿入されている。
【０００５】
　良好な熱機械抵抗のおかげで、特に再生フェーズの間、継ぎ手（１２）によって複数の
「単位」濾過ブロック（１１）と呼ばれているものをアセンブルし、続いて機械加工され
ることによって、この濾過体を製造することは有利である。濾過体は、したがって図１に
示すように「組み立てられた」濾過体である。図２は、軸Ｄ－Ｄに沿う長さＬ、幅ｌ、高
さｈの単位濾過ブロックの例を示している。
【０００６】
　濾過体（３）はまた、一体型でありえて、すなわち図３に示されるように継ぎ目のない
単一体として作られている。
【０００７】
　従来は、単位濾過ブロックまたは一体型濾過体を製造するために、セラミック（菫青石
、炭化ケイ素、アルミナ、ムライト、窒化ケイ素、ケイ素／炭化ケイ素混合物など）が、
ハニカム構造プリフォームを形成するように押し出しダイスを通して押し出される。
【０００８】
　単位濾過ブロック（１１）を製造するために、押し出しダイスは、プリフォームの側面
（１３）が４つのほぼ等しい側面（１４ａ－ｄ）を有するように従来は形付けられており
、例えば、正方形、長方形または六角形の断面の並列パイプ状プリフォームを規定してい
る。そのようなプリフォームの側面の幅ｌは、典型的には３０ｍｍから１００ｍｍの間で
ある。
【０００９】
　一体型濾過体を製造するために、押出ダイスは、プリフォームが円形または楕円形断面
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の筒状の形状を有するように従来は形付けられている。
【００１０】
　そして、プリフォームは焼結されて、ハニカム構造を形成する。
【００１１】
　「ハニカム」構成は、プリフォームおよび多孔質構造が、隣接チャネル（１８）の１組
または「ダクト」を備えて、断面で市松模様を形成することを意味する。
【００１２】
　その各々は側壁（２２）によって境界を画された複数のチャネル（１８）は、一般には
ぼ正方形断面を有し、真っ直ぐであり、かつ互いに並列に延在する。一つの断面では、複
数のチャネルは行（１９）と列（２０）を形成する。側壁の厚さは特に１８０～５００μ
ｍの間でありうる。チャネルの断面は特に０．４～９ｍｍ２の間でありうる。
【００１３】
　プリフォームの各チャネルは、上流面（２６ｅ）上の上流開口部（２４ｅ）すなわち「
流入面」を介して、およびを下流面（２６ｓ）上の下流開口部（２４ｓ）すなわち「流出
面」を介して現れる。
【００１４】
　用語「上流パターン」および「下流パターン」は、夫々上流および下流面に垂直な観測
方向において見られる上流および下流面のイメージへを言う。図２においては、観測者（
Ｏｅ）は上流パターンを観測し、観測者（Ｏｓ）は下流パターンを観測する。
【００１５】
　全チャネルが同じ長さを有し、かつ上流および下流面が該上流および下流面でのチャネ
ルの方向に垂直であるとき、かつチャネルが閉塞される前には、上流および下流パターン
はそれ故にそれぞれ上流および下流面でチャネルの方向に垂直である断面に対応する。
【００１６】
　内側チャネル（１８ｉ）を周辺チャネル（１８ｐ）から区別することは従来からなされ
ている。
【００１７】
　内側チャネル（１８ｉ）と違って、周辺チャネル（１８ｐ）の側壁は、ハニカム構造の
外側に部分的に露出されている。長手方向エッジ（２９）を有するハニカム構造において
、および特に並列パイプ状ハニカム構造において、周辺チャネル（１８ｐ）の間において
、隅チャネル（１８ｐ”）と側方チャネル（１８ｐ’）との間で、違いが作られる。隅チ
ャネル（１８ｐ”）は上記長手方向エッジに沿って延在する。側方チャネル（１８ｐ’）
は、隅チャネル（１８ｐ”）と違って、ハニカム構造の側壁（１４ａ－ｄ）のうち１つだ
けに沿って配置される。
【００１８】
　濾過体の製作を予定されるハニカム構造は、公知のように、上流プラグ（３０ｓ）と下
流プラグ（３０ｅ）によって、それぞれ上流面（２４ｅ）にまたは下流面（２４ｓ）で交
互に閉塞されて、「出口チャネル（１８ｓ）」および「入口チャネル（１８ｅ）」と呼ば
れものをそれぞれ形成する（図４参照）。そして、得られたものは「濾過」ブロックであ
る。
【００１９】
　出口チャネル（１８ｓ）と入口チャネル（１８ｅ）の上流プラグ（３０ｓ）と下流プラ
グ（３０ｅ）に対するそれぞれの反対端部で、出口チャネル（１８ｓ）および入口チャネ
ル（１８ｅ）は、それぞれ「出口開口部（３２ｓ）」と呼ばれる下流開口部、および「入
口開口部（３２ｅ）」と呼ばれる上流開口部を介して外部に開いており、それぞれ下流面
（２６ｓ）および上流面（２６ｅ）にわたり延在している。
【００２０】
　それゆえに、入口チャネルおよび出口チャネルは、それぞれ入口室（３４ｅ）および出
口室（３４ｓ）を規定し、各室は側壁（２２）、閉塞プラグおよび外部に開く開口部によ
って境界を画されている。２つの隣接する入口および出口チャネルは、それらに共通の側
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壁を介して流体連絡状態にある。
【００２１】
　組み立てられた濾過体を製作するためには、一体型濾過ブロック（１１）は、ブロック
の向かい合う隣接面の間に入れられたセラミック接合セメントで作られた継ぎ手（１２）
によって該ブロックを結合することによって一緒に組み立てられる。該接合セメントは、
一般には、シリカ及び／又は炭化ケイ素及び／又は窒化アルミニウムから成っている。好
ましくは、接合セメントは、濾過されるべき排気ガスに対して実質的に不透過である。接
合セメントは、熱機械応力を制限するために、２０℃～８００℃の間において少なくとも
０．１Ｗ／ｍ．Ｋの熱伝導性を有しうる。典型的には、接合部（１２）の平均厚さは０．
３～４ｍｍの間である。
【００２２】
　接合セメントは、単位濾過ブロックの側面の全領域にわたって、またはこの側面の一部
分にのみ施与されうる。特に後者の場合、単位濾過ブロックの全ての側面が、別の単位濾
過ブロックの任意の側面へ常に見境なく組み立てられうるわけではない。換言すれば、側
面が適切に対応した側面に互いに接着されることを確実にするために、単位濾過ブロック
の１以上の側面を識別することが必要であろう。この目的のために、マークは、単位濾過
ブロックの側面上にプリントされうる。
【００２３】
　それ故に、形成されたアセンブリは、缶（５）、例えば円形断面の円柱状濾過体を製作
するための缶に整合された形状を得るために、機械加工されうる。
【００２４】
　一般に、周辺コーティング（３６）、熱的に絶縁されかつ排気ガスに対して不透過であ
るコーティング要素から作られた「外部コーティング」または「コーティング」とも呼ば
れる周辺コーティング（３６）は、一体型または組み立てられた濾過体の側表面（３８）
に施与される。
【００２５】
　そして、組み立てられたまたは一体型の濾過体（３）は、缶（５）および周辺継ぎ手（
４０）に挿入されえ、該周辺継ぎ手（４０）は、排気ガスに対して不透過性を有し、濾過
体の側表面（３８）と缶（５）との間に置かれる。
【００２６】
　入口チャネルの入口開口部を介する濾過体（３）間の排気ガスの流れ（Ｆ）は、出口チ
ャネルで再結合される前に、これらのチャネルの側面濾過壁を通り過ぎ、そして出口開口
部を介して外部に逃れる。
【００２７】
　使用の一定期間後には、濾過体（３）の入口チャネル内に蓄積されている微粒子または
「煤粒子」は、濾過体（３）による圧力低下を増大させ、その結果エンジンの性能を損な
う。この理由のために、濾過体は定期的に、例えば５００ｋｍ毎に再生されなければなら
ない。
【００２８】
　再生または「閉塞解除」操作は、煤粒子を燃焼させうる温度まで煤粒子を加熱すること
によって、煤粒子を酸化することから成る。
【００２９】
　再生フェーズの間、温度は濾過体（３）の領域に沿って異なり、一様には変化しない。
これは、排気ガスが、煤の燃焼により放出された熱エネルギーを下流端へ転送するからで
ある。さらに、煤は様々なチャネル中に一様に堆積されず、煤は、例えば好ましく濾過体
の長手方向軸（また濾過体の「中心部」と呼ばれる）に近い領域内に蓄積される。燃焼領
域は、したがって濾過体（３）内に一様に分布させられるものではない。煤の燃焼は、し
たがって周辺部での温度上昇よりも大きな温度上昇を濾過体の中心部で起こす。最後に、
濾過体（３）の周辺領域は、周りの空気によって、金属缶（５）を通して冷却される。
【００３０】
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　濾過体（３）内の温度の不均一性は、局所的な破断またはひび割れを起こし得るところ
の、大きな振幅の局所的な応力を発生する。したがって、濾過体（３）は、交換されねば
ならず、使用済みの濾過体は、好ましくはリサイクルされる。
【００３１】
　濾過体の寿命を延ばすために、入口チャネルから残灰を取除くために徹底した清掃を実
行することも可能である。従来から「灰除去」と呼ばれたこの清掃作業は、重量運搬の車
両向けの濾過体のために特に実行される。この作業は、濾過体を排気ラインから取除くこ
とおよび濾過体から残存物を除去するために車両の外部の清掃装置を使うことを従来から
含んでいる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　外部での再生またはリサイクル作業のどちらのためであろうと、濾過体の上流および下
流面が迅速に識別されうることが必要である。
【００３３】
　したがって、ハニカム構造に対してこの識別が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　本発明は、側面並びに上流および下流面によって境界を画されたハニカム構造を提案し
ており、上記ハニカム構造は隣接チャネルの１組みを備えており、各チャネルは上流およ
び下流面上に、それぞれ上記上流および下流開口部を介して現れて、チャネルの上記組み
は、上流および下流面上にそれぞれ上流および下流パターンを形成する。
【００３５】
　本発明によれば、該上流面および下流面の少なくとも１つは、上流および下流パターン
のいずれかが他方の上に完全に重ね合わされることを不可能にする誤り防止マーク（Ｍ）
を有しており、該上流及び／又は下流パターンの外周囲は対称であるかまたは１０未満、
または５未満または３未満のチャネルにわたり延在する非対称性を有している。
【００３６】
　言い換えれば、もし上流パターンと下流パターンとを重ね合わせることが試みられても
、以下のようになるこれらのパターンの位置を見つけることは不可能である：
　該上流パターンは、如何なる点でも、該下流パターンを超えて突出（project）しない
、および、
　該下流パターンは、如何なる点でも、該上流パターンを超えて突出（project）しない
。
【００３７】
　本記載の残りにおいて詳細が分かるように、上流および下流面の簡単な１つの観察が、
誤り防止マークの存在または非存在を検出することを可能にし、したがって、観察された
面を素早く確実に識別することを可能にする。
【００３８】
　加えるに、誤り防止マークは、規定によって、ハニカム構造の形状の特徴から生じる。
したがって、誤り防止マークが、例えばインクの場合のように消去されるリスクはない。
【００３９】
　上流及び／又は下流パターンの外周囲は、それが非対称のとき、１０未満、５未満また
は３未満のチャネルにわたって延在するところの非対称性を有するという特徴は、もし上
記チャネルによって境界を画された外周囲のその部分が考慮されなければ、該外周囲は対
称であることを意味している。
【００４０】
　本発明に従うハニカム構造は、以下の任意的な特徴の１以上を備えうる：
　-上流および下流パターンの少なくとも１つは対称軸を有さない。好ましくは、これら
のパターンのいずれも対称軸を有さない； 
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　-該誤り防止マークは、５０未満、３０未満、２０未満、１５未満、１０未満、５未満
のチャネルまたは単一チャネルにわたって延在する。上記上流及び／又は下流面上の少な
くとも１つの誤り防止マークの面積は、上記面の面積の１０％未満、５％未満、３％未満
、または１％未満を示す；
　-該誤り防止マークは、ハニカム構造の周辺部上に延在し、またはハニカム構造の周辺
部上にもっぱら延在する；
　-該誤り防止マークは、上記上流および下流面の少なくとも１つから、ハニカム構造の
長さ（Ｌ）の１０％未満、５％未満、２％未満または１％未満、及び／又は０．１％超、
０．３％超、０．５％超の深さにわたって延在する；
　-該誤り防止マークは維持される、すなわち、ハニカム構造が焼結される間、特に後に
記載される焼結条件の下で焼結される間に、該誤り防止マークは見うるままである；
　-該誤り防止マークは、１以上のチャネルの特定の形状から生じる。特に、誤り防止マ
ークは、特定のアスペクト比から、および特にこれら以外のチャネルのアスペクト比の平
均から少なくとも５％、または少なくとも８％、または少なくとも１２％異なっているア
スペクト比から生じる；
　-該誤り防止マークは、１以上の開口部の特定の配置、例えば厚さの変化からまたはこ
の（これら複数の）開口部の端の変形からから生じる；好ましくは、該誤り防止マークは
、問題のチャネルまたは複数チャネルの開口部内に隅若しくは追加の壁を創り出さない；
　-該誤り防止マークを形成する該チャネルまたは複数チャネルは、上流及び／又は下流
面で、これら以外のチャネルの平均壁厚から少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２
０％違っている平均壁厚を有している；
　-該誤り防止マークを形成する該チャネルまたは複数チャネルは、上流及び／又は下流
面で、これ以外のチャネルの平均開口部面積から少なくとも１％、好ましくは少なくとも
２０％、少なくとも３０％違っている平均開口部面積を有している；
　-該誤り防止マークを形成する該チャネルまたは複数チャネルは、上流及び／又は下流
面で、これ以外のチャネルの外及び／又は内周囲とは異なる外及び／又は内周囲を有する
。特に、該チャネル、または誤り防止マークを形成しているチャネルのグループのチャネ
ルの少なくとも１つは、これ以外のチャネルとは異なる非対称性を有する；
　-該誤り防止マークは、ハニカム構造の側面に排他的には備えられないか、または上記
側面には備えられない；
　-少なくとも１つの断面において、好ましくは任意の断面において、該チャネルは行と
列の形に配列され、各中間壁は、波打つ形状を有するチャネルの２つの行または２つの列
を分離し、上記断面で測られた非対称度は、好ましくは４０％未満、好ましくは３０％未
満である；
　-該ハニカム構造は、一定の断面を有している、すなわち、断面は問題の断面平面が何
であろうとも全く同一である。
　-単一の誤り防止マークが、上流面または下流面に置かれうる。また、２つの異なる誤
り防止マークが、またそれぞれ上流面および下流面に置かれうる；
　-誤り防止マークは意味を示す標識、例えば矢印または文字、例えば上流面を示すため
に文字「Ｅ」を形成しうる。
　-ハニカム構造の外側へ曝されないチャネルのいずれも、それらは「内部チャネル」と
呼ばれるが、上流面または下流面上のどちらでも、これ以外の任意の内部チャネルの開口
面積の７％を超え、好ましくは１５％を超え、より好ましくは２０％を超えて異なる開口
面積をもたない。該誤り防止マークは、内部チャネルの全てがほぼ同じ面積の開口部を有
する場合に特に有用である。開口部の間の小さな差異は、実際には第１チャネルを第２チ
ャネルから区別することを困難にする；
　-該ハニカム構造のチャネルのいずれも、上流面または下流面上で、それ以外のチャネ
ルの任意の１つの開口面積の７％を超え、好ましくは１５％を超え、より好ましくは２０
％を超えて異なる開口面積をもたない。
　-該チャネル密度は、７．７５を超え、１５を超え，及び／又は１００チャネル未満、
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または６０チャネル未満である（横断領域の毎ｃｍ２当たり、すなわち上流面または下流
面でのｃｍ２当たり）；
　-ハニカム構造中のチャネル数は１００を超え及び／又は２０００未満である；
　-該ハニカム構造は、直通チャネル、すなわち流体の流れを妨げがちなプラグを持たな
いチャネルのみを備える；
　-該ハニカム構造は、柱状外形を有し、その断面は５ｃｍ２を超え及び／又は４０ｃｍ
２未満の面積をもつ；
　-該ハニカム構造は、多角形の柱状外形を有し、特に方形または六角形の断面を有し、
上記多角形断面の片側の幅は３０ｍｍを超え、及び／又は１００ｍｍ未満である；
　-該ハニカム構造は、長手方向対称性を有する少なくとも１つの平面を備える外形を有
する。該ハニカム構造は、従来技術の特定の一体型濾過体のハニカム構造の場合のように
、丸いまたは楕円形断面の柱状形を特に有し、あるいは、従来技術の特定の単位濾過ブロ
ックのハニカム構造の場合のように、方形断面の柱状形を有する。このタイプのハニカム
構造にとって、該上流および下流面の区別は、実際のところ一般的には特につけにくいも
のである；
　-該ハニカム構造は、焼結材料を備え、または焼結材料から構成される；
　-該ハニカム構造の材料はセラミックである；
　-該ハニカム構造は単一の材料から成る（例えば、組み立てられた単位濾過ブロックの
材料とは違った性質の接合セメントによって組み立てられた濾過体とは異なり）；
　-該誤り防止マークは、該ハニカム構造の残りと同じ材料から作られる；
　-該ハニカム構造は押し出された構造体である；および
　-該ハニカム構造の材料は、１０％を超える、好ましくは３０％を超える、さらに４０
％を超える、さらに５０％を超える、及び／又は８０％未満、または７０％未満の総多孔
率を有する。
【００４１】
　１実施態様においては、本発明に従うハニカム構造は、第１と第２の隣接チャネルの瓦
状に重なった複数の組を備え、これらチャネルは、断面において、好ましくは規則的なパ
ターン、一層好ましくは市松模様を形成するように配列されている：
　-上記第１チャネルの累積総容積は、上記第２チャネルの累積総容積よりも大きい、及
び／又は
　-該上流および下流面の少なくとも１つの面上の該第１チャネルの開口部の累積総面積
は、上記上流および下流面のもう他方の面上の該第２チャネルの開口部の累積した総面積
よりも大きい；
　-該第１チャネルは、好ましくは一定の第１断面を有し、該第２チャネルは、
好ましくは一定の第２断面を有し、そして該第１断面は該第２断面とは異なっている。
【００４２】
　「規則的なパターン」は、例え誤り防止マークを形成するパターンの領域が他のチャネ
ルとは異なる対称性を有していても、該第１および第２チャネルがお互いに対して同じよ
うに常に配置されているパターンである。濾過要素の高さと幅にわたる、該第１と第２チ
ャネルの交互の配列は、それ故に市松模様の形の規則的なパターンを形成する。
【００４３】
　本発明に従うそのようなハニカム構造は、また１以上の以下の任意的な特徴を有しうる
：
　-該第１チャネル及び／又は第２チャネルの断面は、上記チャネルに沿って一定である
；
　-上記第１および第２チャネルは一直線で平行である；
　-該第１チャネルの累積総容積Ｖｅの該第２チャネルの累積総容積Ｖｓに対する比ｒは
、１．０３より大きく、１．１０より大きく、１．１５より大きく及び／又は３未満、２
．５未満、好ましくは２未満である；
　-該第１チャネルの累積総内面積の該第２チャネルの累積内面積に対する比ｒ’は、１
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．０３より大きく、１．１０より大きく、１．１５より大きく及び／又は３未満、２．５
未満、好ましくは２未満である；
　-該第１チャネルの平均水力直径（すなわち、これらのチャネルの全てにわたる）の該
第２チャネルの平均水力直径に対する比は、１．０３より大きく、１．１０より大きく、
１．１５より大きく及び／又は１．８未満、１．３未満、好ましくは１．２未満である；
　-好ましくは、上流および下流面の少なくとも１つの面上で測られる非対称度は、３０
％未満、好ましくは２０％以下、および一層好ましくは１５％以下である；
　-上流および下流面の少なくとも１つ、好ましくは上流および下流面の各々は、平坦で
一般的な形状を有している。それゆえに、例えば、チャネルは、これらの面の１つに備え
られるであろうスロットの底へ開いていない。誤り防止マークの存在は、１０％未満、５
％未満、３％未満、または１％未満で、該第２チャネルから該第１チャネルを分離してい
る総壁領域を変更する。この領域は、濾過を予定された構造の場合、その領域が第１と第
２チャネルとの間であるときは、濾過されるべき流体がそこを通過する領域に対応してい
る。
【００４４】
　本発明に従うそのようなハニカム構造は、一体型濾過体、または組み立てられた濾過体
を形成するように、組み立てられることが予定された単位濾過ブロックの製作に特に使わ
れうる。該第１および第２チャネルは、下流および上流面上でそれぞれ塞がれ、それ故に
、それぞれ入口および出口チャネルに成る。「濾過要素」は、一般に本発明に従えば、一
体型濾過体または単位濾過ブロックである。
【００４５】
　本発明に従う濾過要素は、隣接する第１および第２チャネルの、瓦のように部分的に重
ねられた組を特に備えることができ、該チャネルは上記濾過要素の上流面から下流面へ延
在し、各第１チャネルは上流開口部を介して上流面へ開き且つ下流面で閉塞され、そして
各第２チャネルは下流開口部を介して下流面へ開き且つ上流面で閉塞されている。
【００４６】
　以下に示されるように、プラグは、上流面を下流面から区別するのを容易にするために
有利に使われうる。
【００４７】
　１の特別な実施態様においては、濾過要素の第１チャネルの数は第２チャネルの数とは
異なっている。
【００４８】
　好ましくは、第１チャネルの数は、第２チャネルの数の２０％未満、１０％未満、５％
未満、１％未満だけ異なっている。
【００４９】
　１の特別な実施態様においては、隣接する第１および第２チャネルの瓦のように部分的
に重ねられた組は、上流および下流面の少なくとも１つに、好ましくは上流および下流面
に、「不規則」領域と呼ばれる少なくとも１つの領域を除いて、規則的なパターン、好ま
しくは市松模様を形成する。したがって、この不規則領域においては、該第１および第２
チャネルの配列の規則性は中断される。
【００５０】
　好ましくは、本発明に従う濾過要素は、３０未満、２０未満、１０未満、５未満または
２未満、好ましくは唯一の不規則領域を備えている。好ましくは、不規則領域は、３０未
満、２０未満、１０未満、５未満または２未満、好ましくは唯一のチャネルを占める。
【００５１】
　１実施態様においては、不規則領域の創出は１つのチャネルのタイプの反転を引き起こ
す。規則的なパターンに依存して、その１つのチャネルは、「第２」チャネルである「第
１」チャネルでなければならない。市松模様においては、そのような不規則領域は、プラ
グによって上流および下流面の１つに形成された十字形の、および開口部によって上流お
よび下流面の他方の面に形成された十字形の出現に導きうる。
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【００５２】
　本実施態様においては、不規則領域は、単一チャネル上にのみ延在し、したがって有利
には濾過要素の働きを実質的に乱すことはできない。
【００５３】
　濾過要素は、多角形または丸められた、例えば円形または楕円断面の柱状外形を有しう
る。
【００５４】
　１実施態様においては、不規則領域は、１の内部チャネルを占めうる。
【００５５】
　濾過要素が、単位濾過ブロックであるときは、不規則領域が周辺チャネルだけに広がる
ことは、しかしながら好ましい。組み立て後にセメントと接触する周辺チャネルは、した
がって、内部チャネルの濾過効率よりも低い濾過効率を有する。１以上の周辺チャネルを
占める不規則領域を創り出すことは、したがって、組み立てられた濾過体の濾過効率のよ
り小さい低下をもたらす。
【００５６】
　１の特別な実施態様においては、濾過要素は多角形断面の柱状外形を有し、
かつハニカム構造の側面の少なくとも１つにおいて、周辺チャネルの数は奇数である。
【００５７】
　したがって、チャネルの交互の閉塞は、２つの上流および下流面の一方のみに、この側
面の端での２つの周辺チャネル、すなわちこの側面の２つの隅チャネルの閉塞を生じる。
それ故に、上流面を下流面と区別することは容易になる。
【００５８】
　側面に沿う奇数個の周辺チャネルは、出口チャネルまたは入口チャネルの数よりもそれ
ぞれ大きな数の入口チャネルまたは出口チャネルを生じうる。そのような特徴は、したが
って、性能最適化に反すると考えられるであろう。しかし、発明者は、入口および出口チ
ャネルの数の差が、重要ではなく有意な効果を持たないことを発見した。
【００５９】
　１実施態様においては、ハニカム構造の少なくとも２つの側面にわたって、好ましくは
ハニカム構造の全ての側面上で、周辺チャネルの数は奇数である。
【００６０】
　ハニカム構造は、特に、矩形、方形または六角形断面の柱状外形を有しうる。上記断面
の１つの側の幅は、特に３０ｍｍを超え、及び／又は１００ｍｍ未満でありうる。
【００６１】
　本発明はまた、対称軸を有しない市松模様の流れ断面を有する押し出しダイスに関する
。
【００６２】
　市松模様にすることは、ハニカム構造が押し出しによって製造されることを可能にする
。そのような市松模様にすることで、対称軸の無いことが、単純な押し出しによって本発
明に従うハニカム構造を得ることを可能にする。
【００６３】
　押し出しダイスはまた、本発明に従うハニカム構造の任意的な１以上の特徴を簡単な押
し出しにより得ることができるようにデザインされうる。
【００６４】
　本発明はまた、本発明に従うハニカム構造の位置決めの工程を含む方法に関しており、
本方法においては、上流及び／又は下流面は上記ハニカム構造上の誤り防止マークを観察
することによって識別され、そして該ハニカム構造は上記識別に従って位置決めされる。
【００６５】
　位置決めは、ハニカム構造を長手方向に沿って及び／又は該長手方向の周りに配位する
ように実行されうる。
【００６６】
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　本方法は、特に
　-上記ハニカム構造のチャネルを閉塞する方法；
　-上記ハニカム構造を清掃する方法、特に残留灰を部分的にまたは完全に除去するため
に清掃する方法；
　-上記ハニカム構造に触媒コーティングを施与する方法；
　-周辺コーティング、特に排気ガスに対して不透過性である断熱的コーティングセメン
トからつくられた周辺コーティングを施与する方法； 
　-本発明に従うハニカム構造を備えている濾過体を自動車の排気ラインまたはそのよう
な排気ラインとして予定されたケーシングに搭載する方法；
　-組み立てられた濾過体を構成するように、本発明に従うハニカム構造を備える複数の
単位濾過ブロックを組み立てる方法；上流及び／又は下流面の識別は、特に大規模工業生
産のために、有利には自動化される、
から選択されうる。
【００６７】
　本発明はまた、排気ガス、特に自動車の内燃エンジンからの排気ガスの汚染制御のため
の本発明に従うハニカム構造の使用、および熱交換器におけるそのような構造の使用に関
する。
【００６８】
　本発明はまた、次の連続する工程；
　ａ）ハニカムプリフォームを形成するようにダイスを通してセラミックを押し出すこと
、および
　ｂ）焼結されたハニカム構造を得るために上記プリフォームを乾燥させかつ焼結させる
こと、
を含む、ハニカム構造の製造のための過程に関する。
【００６９】
　１実施態様においては、ダイスは、本発明に従う押し出しダイスである。この場合、プ
リフォームは、本発明に従うハニカム構造を構成する。
【００７０】
　１実施態様においては、焼結前または後に、好ましくは焼結前に、誤り防止マークは、
材料の変形及び／又は除去及び／又は追加によって備えられる。
【００７１】
　本発明に従う押し出しダイスの使用は、特定の形成用具、例えばチャネルまたはチャネ
ルのグループを局所的に変形するための用具を使用せねばならないことを避けるので好ま
しい。さらに、製造工程において追加の工程を要しない。
【００７２】
　ダイスは、押し出し中に誤り防止マークを作り出すようにデザインされた一片のダイス
でありうる。
【００７３】
　１実施態様においては、穴を塞ぐダイス用のフレームまたはクサビは、押し出しの間に
誤り防止マークを作り出すために、ダイスの下流に配置される。有利には、同じダイスが
、それ故に上記穴を塞ぐフレームまたはクサビを備えるか否かに依存して、本発明に従う
ハニカム構造、または本発明に従わないハニカム構造を製作するために役立つ。
【００７４】
　本発明に従う方法に従って、本発明に従うダイスによって製作された、焼結されていた
ハニカム構造のプリフォームは、本発明に従うハニカム構造そのものである。
【００７５】
　本発明は、濾過要素を製作するための工程に関し、次の連続する工程：
　ａ’）ダイスを通してセラミックを押し出してハニカム構造を形成すること、
　ｂ’）上記プリフォームを乾燥および焼結して焼結されたハニカム構造を得ること、
　ｃ’）上記焼結されたハニカム構造のチャネルを閉塞して本発明に従う濾過要素をシス
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テム的に得ること、
を備えている。
　工程ａ’）およびｂ’）は、特にそれぞれ工程ａ）およびｂ）でありうる。
【００７６】
　１実施態様においては、チャネルは焼結工程の前に閉塞されている。
【００７７】
　本発明に従うハニカム構造は、好ましくは本発明に従う濾過要素の形において、組み立
てられた体を製造するために、好ましくは本発明に従う別のハニカム構造と、例えば連続
するまたは連続しない継ぎ手を間に入れることによって、組み立てられうる。
【００７８】
　本発明は、したがってまた、組み立てられた濾過体に関しており、該体は本発明に従う
少なくとも１つのハニカム構造を備えることは注目すべきことである。
【００７９】
　最後に、本発明は、熱交換器、単位濾過ブロック、組み立てられた濾過体および一体型
濾過体、特に特別な濾過器をのために意図された一体型濾過体に関連し、これらが、その
中に本発明に従う少なくとも１つのハニカム構造を備えることは注目すべきことである。
【００８０】
　好ましくは、本発明に従う単位濾過ブロック、組み立てられた濾過体または一体型濾過
体のチャネルは、上流面でおよび下流面で交互に閉塞されている。
【００８１】
　１実施形態においては、チャネルは、上流面を介して１つのチャネルに流入してきた流
体全体が上記チャネルに隣接するチャネルを介し下流面に流れ去るように、相互に配列さ
れている。
【００８２】
　組み立てられた濾過体は、本発明に従う１以上の単位濾過ブロックを備えうる。これら
単位濾過ブロックの誤り防止マークは、同じであっても異なっていてもよい。１実施形態
においては、唯一の単位濾過ブロックのみが誤り防止マークを有し、そのことによって圧
力低下を制限している。
　定義
【００８３】
　チャネルの断面の「水力直径」という用語は、該チャネルの断面積の４倍の、チャネル
周囲長に対する比を意味すると理解される。
【００８４】
　第１及び第２チャネルを備えているハニカム構造の「非対称度」という用語は、該第１
チャネルの体積の該第２チャネルの体積に対する比を意味すると理解される。一体型濾過
体または組み立てられた濾過体を形成するように組み立てられることが予定された単位濾
過ブロックにおいては、該第１および第２チャネルは、特にそれぞれ入口チャネルおよび
出口チャネルに対応しうる。
【００８５】
　「アスペクト比」という用語は、４π×断面積／（周囲長）２の平方根を意味すると理
解される。
【００８６】
　「チャネルの外周」という用語は、ある断面において、このチャネルの外側境界（該チ
ャネルの軸に相対的な）を規定する線を意味すると理解される。「チャネルの内周」とい
う用語は、ある断面において、このチャネルの内容積の境界を規定する線を意味すると理
解される。
【００８７】
　同様に「ハニカム構造の外周」という用語は、ある断面において、この構造の外境界を
規定する線を意味すると理解される。
【００８８】



(13) JP 5484571 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　チャネルの集合の「平均開口部面積」という用語は、この集合のチャネルの開口部面積
の平均を意味すると理解される。
【００８９】
　別に指示されない限り、全ての平均は算術平均である。
【００９０】
　切断平面は、ある構造の長手方向に垂直な平面である。ハニカム構造においては、その
チャネルは全て平行であり、切断平面はこれらチャネルの方向に垂直な平面である。
【００９１】
　長手方向平面は、長手方向（図におけるＣ－ＣまたはＤ－Ｄ）を含む平面である。
【００９２】
　「備える」という表現は、別の指示がなければ「少なくとも１つ備える」を含んでいる
と理解されるべきである。
【００９３】
　添付した図面を参照して与えられた以下の記載は、本発明の利点がより良く理解され評
価されることを可能にするであろう。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】組み立てられた濾過体の概略の斜視図である。
【図２】図１に示された組み立てられた濾過体の単位濾過ブロックの概略の斜視図である
。
【図３】一体型濾過体の概略の斜視図である。
【図４】図１に示された組み立てられた濾過体の缶詰め後の、断面Ｐにおける長手方向中
央断面の概略図である。
【図５】従来技術に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
【図６】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂのあ
る図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、ｂ
で参照されている。
【図７】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂのあ
る図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、ｂ
で参照されている。
【図８】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂのあ
る図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、ｂ
で参照されている。
【図９】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂのあ
る図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、ｂ
で参照されている。
【図１０】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
【図１１】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
【図１２】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
【図１３】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
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【図１４】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
【図１５】本発明に従う上流パターン（添字ａのある図）および下流パターン（添字ｂの
ある図）の一部分の概略図である。本パターンのこれらの部分の位置は、図２の符号ａ、
ｂで参照されている。
【図１６】本発明以外のハニカム構造の上流パターン（添字ａのある図）および下流パタ
ーン（添字ｂのある図）の概略図である。
【図１７】本発明に従うハニカム構造の上流パターン（添字ａのある図）および下流パタ
ーン（添字ｂのある図）の概略図である。
【００９５】
　これら限定する意図のない図面においては、様々な要素が必ずしも同一のスケールでは
描かれていない。参照符号は様々な図面において同一または類似の要素を指すために使わ
れている。
【００９６】
　図面を明確にするために、表示されたチャネルの数は、商用で入手しうる従来の濾過ブ
ロックまたは濾過体のチャネル数に比べて非常に少ない。
【発明を実施するための形態】
【００９７】
　ハニカム構造
【００９８】
　ハニカム構造の誤り防止マークは、その前方から見られる上流または下流面の１つを観
測することによって、すなわち、図１および３においては、ハニカム構造の長手方向軸Ｃ
－Ｃに沿う（または図２の軸Ｄ－Ｄに沿う）これらの面を観察することによって見ること
が可能である。
【００９９】
　図１から４までは、前置きとして記載されてきた。これ以下の図は、単位濾過ブロック
の上流または下流パターンの様々な例を提供しており、ここで説明される。これらの例は
、「並列パイプブロック」と呼ばれる四角形ベースの柱状単位濾過ブロックに関しており
、該ブロックは上述したように濾過体を形成するように組み立てられることが予定されて
いる。しかし、本発明はそのようなブロックに限定されるものではない。
【０１００】
　図５から１５は、図２に示されるような単位濾過ブロック（１１）に関する。該単位濾
過ブロックは、隣接した入口チャネル（１８ｅ）および出口チャネルの（１８ｓ）の集合
を備えており、該チャネルは任意の入口チャネルによって濾過されたガスの全体が上記入
口チャネルに隣接する出口チャネルに入っていくように、相互に対して配置されている。
それ故に、別の入口チャネルに開いている１以上の入口チャネルの領域はなく、そのよう
な領域は濾過のためには使用できない。ハニカム構造の所与の体積に対する利用可能な濾
過領域（すなわち、入口チャネルの壁の使用できる領域）は、それによって最適化される
。
【０１０１】
　入口チャネル（１８ｅ）および出口チャネル（１８ｓ）は、単位濾過ブロックの長さＬ
にわたって並列かつ真っ直ぐである。それらは全てこの長さＬにわたって一定の断面を有
している。有利には、単位濾過ブロック（１１）を製造するのに適したハニカム構造体を
押し出しによって製造することが可能である。したがって、上流および下流パターンは、
ここでは単位濾過ブロック（１１）の断面に対応し、観察者はこれら断面のそれぞれ上流
または下流側から観察している。
【０１０２】
　入口チャネルおよび出口チャネルの集合は、断面において市松模様を形成するように相
互に瓦のように重ねられ、この市松模様においては、ページの高さ方向において、かつペ
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ージの幅方向において、上記入口チャネルは上記出口チャネルと交互になっている。
【０１０３】
　入口チャネルは、残留物を貯めるのに利用可能な容積を増やすために、出口チャネルよ
りも大きな断面を有している。有利には、このことによって濾過器の清掃の頻度が下げら
れる。
【０１０４】
　この目的のために、入口チャネルの壁は、出口チャネルの総容積の犠牲において入口チ
ャネルの総容積を増やすために「変形」される。例えば、これらの壁は、入口チャネルに
面する側で凹にされ、入口チャネルに隣接する出口チャネルに面する側で凸にされうる。
【０１０５】
　複数のチャネルの２つの水平行（行１９）または２つの垂直行（列２０）をそれぞれ分
離している中間壁（４２，４４）は、（垂直方向はシートの側端によって規定されている
）それ故に、断面において揺れているまたは「波状の」形を有し、中間壁は、チャネル幅
にわたりほぼ半波長で揺れている。波の「長さ」という用語は、スロープの変動と同じ意
味で、同一の高さに位置する、この波の２つの点を分離している間隔をいう。周期的な波
の場合には、この波の「長さ」は「周期」と呼ばれる。
【０１０６】
　好ましくは、波は周期的であるけれども、波の振幅は一定または変化しうる。好ましく
は、この振幅は一定である。また、好ましくは、波は正弦的形状を有し、その半周期は、
チャネルの配列のピッチ「ｐ」（図５ｂ参照）または隣接する円弧の連続（各弧はピッチ
「ｐ」に等しい長さを有している）に等しい。
【０１０７】
　最後の好ましいこととして、水平にまたは垂直に延在している単位濾過ブロックの全て
の中間壁（４２）が、断面において同じ波の形を有している。
【０１０８】
　波状の構造の「非対称度」は、その波の振幅「ｈｗ」のその波の半波長に対する比を示
す。すなわち、周期的波の場合、振幅「ｈｗ」の半周期に対する比である。好ましくは、
非対称度は、４０％未満、好ましくは３０％未満、好ましくは２０％未満、さらに好まし
くは１０％以下である。有利には、煤の蓄積後の単位濾過ブロックによって誘起された圧
力低下は、それ故に実質的に低減され、したがって濾過体の再生の頻度は小さくされる。
【０１０９】
　チャネルのこの非対称構成によって、入口チャネルの累積総容積は、出口チャネルの累
積総容積よりも大きく、そして上流面での入口チャネルの開口部の累積総面積、すなわち
これらの開口部の面積の総計は、下流面上の出口チャネルの開口部の面積の総計よりも大
きい。
【０１１０】
　しかし、最適効率のためには、入口チャネルの累積総容積Ｖｅの出口チャネルの累積総
容積Ｖｓに対する比ｒ、または入口チャネルの累積総内面積の出口チャネルの累積内面積
に対する比ｒ’は、好ましくは１．０３より大きく、１．１０より大きく、１．１５より
大きく及び／又は３未満、２．５未満、好ましくは２未満である。
【０１１１】
　図５ａおよび５ｂのように、入口チャネルの開口部形状が出口チャネルの開口部形状に
近いとき、上流および下流面を識別することは困難であろう。その場合、誤り防止マーク
Ｍは特に有用である。
【０１１２】
　示された多様な実施態様において、いかなる上流パターンも下流パターンも対称軸をも
たない。したがって、上流および下流パターンが重ね合わされることは不可能である。
【０１１３】
　誤り防止マークＭは、１以上のチャネルにわたって延在しうる。特に、誤り防止マーク
Ｍは、５０を超えない、３０を超えない、２０を超えない、１０を超えない、または５を
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こえないチャネルにわたって、または単一チャネルにわたってさえ延在しうる。したがっ
て、有利には、該マークは、濾過体を通るガスの流れおよび特に濾過体を通りぬけること
によって引き起こされる圧力低下に、影響を与えないかまたは実質的に影響を与えない。
【０１１４】
　誤り防止マークＭは、周辺チャネルのグループから、隅チャネルのグループからおよび
内部チャネルのグループから、排他的に選ばれた１以上のチャネルにわたって延在しうる
。１実施態様においては、誤り防止マークは、周辺チャネルのグループから排他的に、ま
たは隅チャネルのグループから排他的に、選択された１以上のチャネルにわたって延在し
ている。好ましくは、誤り防止マークは、単一の周辺チャネルまたは隅チャネルにわたっ
て延在している。
【０１１５】
　もし誤り防止マークが１つの隅チャネル上に備えられるときは、単位濾過ブロックがこ
の隅の二等分線に対してそれ自身対称であるならば、誤り防止マークはこの隅の二等分線
に対して対称であってはならない。このことが、示された実施態様（これは方形断面の単
位濾過ブロックに関するものである）において、該誤り防止マークが隅チャネルになぜ備
えられなかったかの理由である。
【０１１６】
　誤り防止マークＭをハニカム構造の周辺部および特にこの構造の１の隅チャネルに置く
ことは、有利にこの構造の製作を容易にする。穴を塞ぐクサビまたはフレームは実際に、
押し出し中に誤り防止マークを創るために押し出しダイス上に容易に配置されうる。
【０１１７】
　図１６ａおよび１６ｂは、本発明に従うハニカム構造の下流面を示している。このハニ
カム構造の外周は非対称であるので、確かにこの構造は誤り防止マークを有している。し
かし、この誤り防止マークは１０を超えるチャネルにわたって延在している。
【０１１８】
　対照的に、図１７ａおよび１７ｂにおいては、誤り防止マークは１０未満のチャネルに
わたって延在している。これらの図においては、問題のチャネルは破線で囲まれている（
囲みＣ）。
【０１１９】
　誤り防止マークは、１以上のチャネルの特別な形状から導かれうる。特に、それは特別
なアスペクト比から、中でも、他のチャネルのアスペクト比の平均と少なくとも３％、少
なくとも５％、少なくとも８％、または少なくとも１２％は異なるアスペクト比から導か
れうる。
【０１２０】
　誤り防止マークは、１以上の入口開口部及び／又は出口開口部の特別な構成、例えば厚
さの変化から、または特にこの若しくはこれらの開口部を狭くし若しくは広げることによ
るプリフォームの変形から導かれうる。
【０１２１】
　好ましくは、誤り防止マークを創り出することは、問題の１チャネルまたは複数チャネ
ルの開口部に追加の隅を創り出すことではない。それとは反対に、誤り防止マークは、問
題の１チャネルまたは複数チャネルの開口部の隅を、例えばこの開口部を環状化すること
によって取り除くことから導かれうる。図６ａおよび６ｂに示されるように、円形開口部
または少なくとも部分的に丸められた端は、特に誤り防止マークを構成しうる。有利には
自動車用濾過器のための応用においては、この構成は使用中に濾過体の受ける熱機械応力
を変更しないまたは低減さえもしない。
【０１２２】
　１実施形態においては、誤り防止マークを形成するチャネルまたはチャネルの集合は、
上流面及び／又は下流面で、それ以外のチャネルの平均壁厚と少なくとも１０％、好まし
くは少なくとも２０％違う平均壁厚を有している。
【０１２３】
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　１実施形態においては、誤り防止マークを形成するチャネルまたはチャネルの集合は、
上流面及び／又は下流面上に、それ以外のチャネルの平均開口部面積と少なくとも１０％
、好ましくは少なくとも２０％、または少なくとも３０％違う平均開口部面積を有してい
る（図８ａおよび８ｂを見よ）。
【０１２４】
　１実施形態においては、１チャネルの開口部の変形は、図８ａおよび８ｂまたは図１４
ａおよび１４ｂのように、隣接チャネルの開口部の変形に対応している。断面が一定であ
るとき、２つ（上流および下流）のパターンは、誤り防止マークの提供によって影響され
る。同じことがハニカム構造の側壁上に備えられた誤り防止マークに対しても妥当する（
図７ａおよび７ｂ）。
【０１２５】
　誤り防止マークは、問題のチャネルに、材料を加えること（例えば図９ａおよび９ｂを
見よ）、例えば仕切りを追加することによって（図１０ａおよび１０ｂ）、または材料を
取り除くことから導かれうる。
【０１２６】
　誤り防止マークは、図７ａおよび７ｂに示されるように、ハニカム構造の外周囲の変更
からも導かれうる。しかし、誤り防止マークは、この周辺の変更から導かれない、または
、その変更のみによっては導かれないことが好ましい。換言すれば、誤り防止マークは、
ハニカム構造の側面（１３）上に排他的には与えられない。
それ故に、もしこの側面が変更され、特に周辺コーティングまたは接合セメントを施与す
ることによって変更されるときは、誤り防止マークは可視のままである。
【０１２７】
　１実施形態においては、誤り防止マークを形成するチャネルまたはチャネルの集合は、
上流面及び／又は下流面上に、これ以外のチャネルの外周囲及び／又は内周囲とは異なる
外周囲及び／又は内周囲を有している。特に、チャネル、または誤り防止マークを形成す
るチャネルの集合の少なくとも１つのチャネルは、非対称性またはそれ以外のチャネルか
らそのチャネルを区別する形状を有している。図１５ａおよび１５ｂは、ハニカム構造の
方形断面のチャネルの形状で誤り防止マークを備える説明的な例、（ハニカム構造は波打
つチャネルのみを備える）を示している。
【０１２８】
　勿論、ここで記載した様々な実施態様は、任意的に組合せられうる。
　製作過程
【０１２９】
　本発明に従うハニカム構造は、現在採用されている全ての技術によって製作されうる。
【０１３０】
　１実施形態においては、ハニカムプリフォームは、押し出し後、特定の工程の間にマー
ク付けされる。例えば、プリフォームの１以上のチャネルは、局所的に押し潰され、締め
付けられまたは大きくされうる。有利には、誤り防止マークの付加は、追加的な材料の消
費を要しない。さらに、誤り防止マークは局所的でありえて、例えば１以上の入口チャネ
ルの開口部にわたってのみ延在しうる。誤り防止マークをハニカム構造に付加するために
、その全長にわたってハニカム構造を変更することは必要ではない。
【０１３１】
　１実施形態においては、誤り防止マークは、プリフォームが焼結された後に、例えば、
機械加工によって創り出される。特に、ハニカム構造の隅または縁を面取りすることが可
能である。
【０１３２】
　好ましくは、上記の工程ａ）およびｂ）は、本発明に従う押し出しダイスを使って実行
されうる。ハニカム構造は一定断面を有し、そして誤り防止マークは、プリフォームと同
じ材料から作られる。有利には、このことはそれ故に、特定の成形道具を使わねばならな
いことを回避する。さらに、この過程は、製造過程において追加的な工程を必要とせず、
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このことは特にレーザー切除による模様付けを含む過程に関して特に有利である。さらに
レーザー切除の技術は高価である。
【０１３３】
最後に、押し出しダイスは、押し出しの間に誤り防止マークを作るために、従来のダイス
を使って、ダイスの下流に、穴を塞ぐフレームまたはクサビを置くことによって、有利に
容易に製作されうる。
【０１３４】
　ステップａ）およびｂ）は、従来のハニカム構造を製造するために通常実行される。こ
れらのステップは、例えば、特許出願、欧州特許第８１６０６５、欧州特許第１１４２６
１９、欧州特許第１４５５９２３、国際公開公報２００４／０９０２９４または国際公開
公報２００５／０６３４６２に記載されている。焼結条件は使用された材料によって適合
化せられる。
【０１３５】
　焼結温度は、好ましくは１３００℃を超え、好ましくは１６００℃を超え、好ましくは
１８００℃を超え及び／又は２４００℃未満、好ましくは２３５０℃未満である。
　濾過体への適用
【０１３６】
　本発明に従うハニカム構造は、特に、一体型濾過体、または組み立てられた濾過体を形
成するために組み立てられることが予定された濾過ブロック、を製造するのに有用である
。
【０１３７】
　この目的のために、特定チャネルの開口部は、入口チャネルを構成するために下流面上
で閉塞されねばならず、そしてそれ以外のチャネルの開口部は、出口チャネルを構成する
ために上流面上で閉塞されねばならない。閉塞する操作は、閉塞されるべきチャネルの種
類に従って、特にその断面またはその形状に依存して、過程を変更する必要がありうる。
その結果、上流および下流面を識別できることが必要である。
【０１３８】
　この識別は、入口チャネルの開口部が出口チャネルの開口部に似ているときは、困難で
ありうる。
【０１３９】
　濾過体の大量生産のための現代的過程においては、カメラがこの識別のために使われて
いる。そのような識別器具は、しかしながら高価であり追加のステップを要する。
【０１４０】
　さらに、もし入口チャネルの開口部形状と出口チャネルのそれとの間の違いが辛うじて
認知可能であるときは、識別エラーが生じうる。
【０１４１】
　最後に、押し出し工程の可変性は、識別エラーをも生み出しうるチャネルの形状におけ
る変化を導く。このような識別エラーは、チャネルの間違った開口部が閉塞されることを
結果し、または低品質のプラグが製造されることになる。したがって濾過体はスクラップ
にされなければならない。本発明に従うハニカム構造の誤り防止マークは、したがって特
に有用である。
【０１４２】
　１実施形態においては、ハニカム構造体の一部分は、例えば、一酸化炭素（ＣＯ）、Ｈ
ＣまたはＮＯｘタイプの汚染ガスの取り扱いに適合した触媒コーティングまたは洗浄被膜
で被覆される。例えば、最適な性能のために、洗浄被膜は、チャネルの部分を規定する表
面に対してのみ、例えば濾過体の入口チャネルを規定する表面にのみ施与されうる。洗浄
被膜の施与の間に、ハニカム構造の面を識別することは、したがって必要である。本発明
に従うハニカム構造は、この目的のためによく適合する。
【０１４３】
　濾過体が排気ライン上に搭載されねばならないとき、該濾過体は、濾過されるべき若し
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くは汚染制御されるべきガスの流れに対して、適切に配向されることもまた重要である。
不適合な圧力低下または蓄積煤および残留物の不適合な体積のリスクはそれ故に制限させ
る。再生制御誤差および燃料の過剰消費のリスクもまた制限される。
【０１４４】
　上で説明したように、誤り防止マークは、好ましくは、濾過体の外周囲の変更のみから
導かれるのではない。それは、濾過体の側面にのみ施与されたマークと異なり、周辺コー
ティングをこの側面へ施与することによって消去されまたは見えなくされたりするリスク
がない。
【０１４５】
　この特徴は、缶が排気ライン上に搭載される前に濾過体が缶内に置かれるときに、特に
その缶が濾過体を通る排気ガスの流れの方向を識別出来うる指示物も持たないときに、ま
た有利である。
【０１４６】
　本発明に従う濾過体の誤り防止マークは、それ故に、洗浄被覆、周辺コーティングまた
は缶による濾過体の側面のマーク付けを有利に許容する。誤り防止マークはそれ故に、下
流面から上流面を識別するための信頼しうる手段を構成する。
【０１４７】
　本発明に従うハニカム構造は、組み立てられた濾過体の製造を行うという場合には、ま
た特定の優位性を有している。
【０１４８】
　好ましくは、誤り防止マークは、組み立てられた濾過体の単位濾過ブロックの外周囲を
変更することからだけでは、生じるのではない。したがって、接合セメントの施与による
組み立て作業の間にマスクされるリスクはない。単位濾過ブロックを接合している間、単
位濾過ブロックの全ての入口面は、同じ側に置かれねばならない。誤り防止マークは、位
置決め誤差のリスクを効率的に減らすことを可能にする。
【０１４９】
　１実施形態においては、誤り防止マークは、ハニカム構造の特定の領域、例えば単位濾
過ブロックの１以上の面が識別されるのをまた許すようにデザインされる。この実施態様
は、単位濾過ブロックが長手方向に沿うのではなく、それ以外の他の方向に沿うように向
けられねばならないとき、特に有用である。何故なら、例えば、単位濾過ブロックの１の
特定の側面が、他の単位濾過ブロックの別の特定の側面へ接合されるために識別されねば
ならないからであり、また、接合されるべき単位濾過ブロックの側面の領域のみを区別す
る必要があるためだからである。この実施態様においては、誤り防止マークは、長手方向
軸の周りの角度位置が識別されることを可能にする。
【０１５０】
　好ましくは、単位濾過ブロックの組み立ての間、チャネルが接合セメントによって閉塞
されることを防止するために、一方それでも誤り防止マークは観察されうるために、透明
なマスクがこれらのブロックの上流および下流面へ施与される。
【０１５１】
　今や明確に明らかなように、本発明に従うハニカム構造は、誤り防止マークを有してお
り、該誤り防止マークは、濾過体への適用においては、使用にあたって消えることはない
。外部での洗浄作業、特に部分的または完璧に残留灰を除去するための作業およびリサイ
クル作業はこの誤り防止マークによって容易にされる。
【０１５２】
　さらに、好ましい実施態様においては、濾過体の側面への接合セメントのまたは周辺コ
ーティングの施与の場合に、または濾過体の缶との一体化、特に自動車の排気ライン上に
搭載される場合にも、誤り防止マークは見え続ける。
【０１５３】
　勿論、本発明は、例として記載されかつ与えられた実施態様に限定されない。特に、チ
ャネルは必ずしも方形断面をもつ必要はない。
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【０１５４】
　別の実施態様においては、隣接する入口チャネルおよび出口チャネルは、任意の１の入
口チャネルによって濾過されたガスの全てが、上記入口チャネルに隣接する出口チャネル
を通過するように、お互いに対して配列されない。
【符号の説明】
【０１５５】
　　１　　　　微粒子濾過器
　　３　　　　一般的な（円柱状）濾過体
　　５　　　　金属缶
　１１　　　　単位濾過ブロック
　１２　　　　継ぎ手　　　　　　　 
　１３　　　　ハニカム構造の側面
　１４　　　　プリフォームの側面（側壁）
　１８　　　　隣接チャネル
　１８ｅ　　　入口チャネル
　１８ｓ　　　出口チャネル
　１８ｉ　　　内側チャネル
　１８ｐ　　　周辺チャネル
　１８ｐ’　　側方チャネル
　１８ｐ”　　隅チャネル
　２２　　　　隣接チャネルの側壁
　２４ｅ　　　上流開口部
　２４ｓ　　　下流開口部
　２６ｅ　　　上流面
　２６ｓ　　　下流面
　３０ｓ　　　上流プラグ
　３０ｅ　　　下流プラグ
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